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三月前期のブ ロイセンに春ける「杜会間題」

　と杜会政策春よび中間層政策の展開他

川　本　和　良

間題の所在

Ｉ　三月前期における「杜会問題」一第２６巻第５号，第６号
皿　三月前期におげる政策の展開

〔Ｉ〕国家的杜会政策の開始 一・…年の児童保護規定一第・・巻第・号，第。。巻

　　　第２号，第４号

　〔ｎ〕　中間層政策の開始 ＝１８４５年の営業令

　　　Ｉ　考察の対象と意義

　　　　（１）対象とする時期について

　　　　（２）対象とする地域について

　　　（３）中問層政策を考察する意義について

　　　　 １）１８４５年の営業令以降におけるプ ロイセソとドイツの中問層政策の

　　　　　概観とその特徴一第３６巻第２号

　　　　 ２）　 プ艀イセソとドイツの階級杜会の特徴

　　　　 ３）１８２３年の州議会の設立と官僚制

　　　　 ４）　自由主義的経済政策の展開と州議会

　　　　 ５）官僚の州議会への進出一以上本号

皿　ｒ三月革命」と政策の展開

　２）　プロイセンとドイツの階級社会の特徴

　Ｊ ・コッ カは・革命的断絶のないドイツでは，ナチ独裁制，第二次大戦と敗

戦が身分制的伝統を永続的に弱め，連邦共和国がそれまでのドイツの杜会史的

発展から深い切れ目でもっ て分離されるまで，身分制モデ ノレ と階級杜会モデ ノレ

とが混合関係にあ っねすなわち，身分制的伝統が，形成されつつあ った階級

杜会の構造を歪曲したので・第二帝剛こ至るまで威信一身分一制度（Ｐ，ｅｓｔ１ｇｅ．

Ｓｔａｔｕｓ－Ｓｙｓｔｅｍ）と文化生活が前資本主義的一身分制的諸要素によっ
て深く刻印

　　　　　　　　　　　　　　　　　（３７６）
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１）
されたと述べ，その例として第二帝制期におげる中問層政策を指摘している 。

　そのさい，杜会的不平等のあり方を基準に，身分モデルを，法の不平等を前

提に，政治的支配への参加の特定の度合に照応した，名誉の特別の形態と物質

的生活の相違により ，各身分間が区別され，区別された僧侶，貴族，市民 ，

農民とい った各身分は，家族に媒介され，出生と個人的選抜により構成され ・

身分に応じて ，各構成員の目常行動の全領域が，因襲的，規範的に規制される

と規定し，階級モデルを，法の平等を前提に，市場において取引される所有物

（Ｅｉｇｅｎｔｕｍ）〔財産（Ｂｅｓｉｔｚ）と自由な処理（Ｖｅｒｆｕｇｕｎｇ）の結合の概念〕の相違に表現

される経済的不平等に基づく同じ立場と同じ利害から形成されるとし，市場に

おいて取引される所有物を物的資本（Ｅｉｇｅ・ｔｕｍ　ａｎ　ｍａｔｅｒｉｅ１１ｅｎ　Ｋａｐｉｔａ１）と ，現

金化できる労働力（Ｅｉｇｅｎｔｕｍ　ａｎ　ｖｅｒｗｅｒｔｂａｒｅｒ　Ａｒｂｅｉｔｓｋｒａｆｔ）のみでなく ，現金化

できる特定の能力資格（Ｅ
１ｇｅ・ｔｕｍ　ａｎ　ｂｅｓｔ１ｍｍｔｅｎ　ｖｅｒｗｅｒｔｂａｒｅｎ　Ｌｅ・ｓｔｕｎｇｓｋＯｍｐｅ

－

ｔｅｎｚｅ・）の三つに区分し，生産手段の所有と非所有を基準にした財産階級（Ｂｅ －

ｓ・ｔ・ｋｌａｓｓ・）のみでたく ，例えぱ，ある特定の職業集団の熟練労働老からたる能

力階級（Ｌｅ１ｓｔｕ・ｇｓｋ１ａｓｓｅ）を設定している 。それは，他の職業集団の熟練労働者

や不熟練労働者または技師（Ｉｎｇｅｎｉｅｒｅｎ）とは区別される ，特定の同じ職業に従

事する者の集団である 。たお，同じ人間が賃金労働者として〔消極的〕財産階

級に属するとともに，例えぼ錠前師としての能力階級に属することがあり得る

とす４１

　つまり ，身分モデルは，法と政治関与の不平等→それに応じた杜会的名誉と

生活様式→その保持のための物質的生活の基礎，とい った連鎖をもち・各身分

が家族を中心に因襲的規制の束縛のもとにあるのに対し・階級モデルは・法の

平等と個人の自由を前提に，市場を通 ’じて取引される所有物の相違に表現され

る経済的不平等を基礎に構成されている 。そのさい，生産手段の所有，非所有

を基準にした財産階級とともに能力階級を設定しているところにＪ ・コッ カの

　　　　　　　　　　　　　　３）
概念構成の特徴が示されており ，能力階級が階級と身分の混合理解の手段とし

て使用されるのである 。たお，Ｊ ．コッ カは触れていたいのであるが・身分モ

デノレを構成するさい，後述するように各身分の基礎に土地所有をめぐる関係が

　　　　　　　　　　　　　　　　　（３７７）
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貫ぬいていることを看過してはたらないであろう 。つぎに，Ｊ ．コヅ カの論述

を手がかりに，トイソ階級杜会の特徴を中間層間題と関連させつつ素描しよう
。

　　 １）　Ｊｕｒｇｅｎ　Ｋｏｃｋａ・Ｓｔａｎｄ－Ｋｌａｓｓｅ－Ｏｒｇａｍｓａｔ１ｏｎ　Ｓｔｒｕｋｔｕｒｅｎ　ｓｏｚ１ａｌｅｒ　Ｕｎｇ１ｅ１ｃｈ
－

　　　ｈｅ１ｔ　ｍ　Ｄｅｕｔｓｃｈ１ａｎｄ　ｖｏｍ　ｓｐａｔｅｎ１８　ｂ１ｓ　ｚｕｍ　ｆｒｕｈｅｎ２０　Ｊａｈｒｈｕｎｄｅｒｔ１ｍ

　　　 Ａｕｆｒ１Ｂ
，１ｎ，Ｈａｎｓ＿Ｕ１ｒ１ｃｈ　Ｗｅｈｌｅｒ（Ｈｇ） ，Ｋ１ａｓｓｅｎ　ｍ　ｄｅｒ　ｅｕｒｏｐａ１ｓｃｈｅｎ　Ｓｏ

－

　　　 ｚ１ａ１ｇｅｓｃｈ１ｃｈｔｅ，Ｇｏｔｔｍｇｅｎ１９７９．１４８

　　 ２）Ｖｇｌ・Ｅｂｄ
・・

１３８－１３９ ・１４３－１４４・なお，Ｊ ．コッ カは階級概念を，Ｋ．マルクス

　　　の表現を使用すれぽ「即白的階級（Ｋ１ａｓｓｅ　ａｎ　ｓ１ｃｈ）」と　ｒ向自的階級（Ｋｌａｓｓｅ

　　　 ｆｕｒ　ｓ１ｃｈ）」に，Ｍウェーハーの言葉でいえぱｒ市場階級（Ｍａｒｋｔｋｌａｓｓｅ）」と「杜

　　　会的階級（ｓｏｚ１ａｌｅ　Ｋ１ａｓｓｅ）」に分げて使用する。「即自的階級」または「市場階

　　　級」とは生産手段所有者と非所有者が分離し，後者が契約に基っき前者に雇傭さ

　　　れることによりｒ潜在的（ｌａｔｅｎｔ）」またはｒ客観的（ｏｂｊｅｋｔｉｖ）」た利害対立とそ

　　　の基礎上での同一の階級状況が形成された場合を指し，ｒ向自的階級」または

　　　「杜会的階級」とは「潜在的」利害対立が公然の（Ｏ旺ｅｎ）緊張へと導かれた場合

　　　を指す。後者の基礎上で，さらに共同の組織が彩成され，共同の行動が他の階級

　　　または国家等に対してたされる場合，こうした階級が生じるか否か，どの程度か ，

　　　いかなる形態においてかは，さまざまた経済的，杜会的，政治的，文化的諸要因

　　　によっ て決まり ，地域と時代により異なり ，かつ変化する。すなわち，階級間の
　　　相違を示すｒ階級線（Ｋ１ａｓｓｅｎ１ｉｎｉｅ）」，例えば階級問の区別，緊張または紛争と ，

　　　 これと交叉，交錯，重畳しつつ，階級と関係のない，階級内部に存在し，これを

　　　細分するｒ非階級的相違線（ｄ１ｅ　ｎ１ｃｈｔ－ｋｌａｓｓｅｎｍａＢ１ｇｅ　Ｄ１冊ｅｒｅｎｚ１ｅｒｕｎｇｓ１１ｎ１ｅｎ）」
，

　　　例えぱ職業，人種，宗教，国民の相違とが存在し，後者，例えぱある特別の教養

　　　たいしは技術を必要とする職業への帰属意識と誇り ，または特定の人種または宗

　　　教あるいは国への帰属意識と誇りの方が，前者，すなわち，階級間の経済的不平

　　　等意識やそれを基礎とする緊張または紛争に比して相対的に弱化していれぱ階級

　　　形成がすすむが，逆の場合は逆になるからである。したが って，階級の発生また

　　　は消滅，発展または衰退過程（ＰｒｏｚｅＢ　ｄｅｒ　Ｅｎｔｓｔｅｈｕｎｇ　ｏｄｅｒ　ｄｅｓ　Ｖｅｒｇｅｈｅｎｓ
，

　　　ｄｅｒ　Ｅｖｏｌｕｔ１ｏｎ　Ｏｄｅｒ　ｄｅｒ　Ｄｅｖｏｌｕｔ１０ｎ） ，階級形成の時代と階級退化（Ｋ１ａｓｓｅｎ‘

　　　Ｅｎｔｂ１１ｄｍｇ）の時代が生じ，衰退の現象として第一次大戦後の数十年を指摘して

　　　いる（Ｖｇｌ　Ｊ　Ｋｏｃｋａ・Ｌｏｈｎａｒｂｅ１ｔ　ｕｎｄ　Ｋｌａｓｓｅｎｂ１１ｄｕｎｇ，２１－３０）。 身分 モテル

　　　については，また，Ｖｇ１Ｂａｒｒ１ｎｇｔｏｎ　Ｍｏｏｒｅ，Ｊｒ ，Ｉｎ］ｕｓｔ１ｃｅ　Ｔｈｅ　Ｓｏｃ１ａ１

　　　Ｂａｓｅｓ　ｏｆ　Ｏｂｅｄ１ｅｎｃｅ　ａｎｄ　Ｒｅｖｏ１ｔ，Ｌｏｎｄｏｎ　ａｎｄ　Ｂａｓｍｇｓｔｏｋｅ１９７８，１２６～１２８

　　３）　Ｊ ・コッ カは財産階級と能力階級の区別をＭ．ウェーバーの財産階級と営利階級

　　　（Ｅｒｗｅｒｂｓｋ１ａｓｓｅ）の区別と同じではないと断 っている（Ｊ　Ｋｏｃｋａ，Ｓｔａｎｄ－

　　　Ｋ１ａｓｓｅ－Ｏｒｇａｍｓａｔ１ｏｎ１４４）。 能力階級は，かれが創出した近代ドイソにおげる

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（３７８）
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　階級と身分の問題を考察するための概念である。なお，Ｍ．ウェーバーの財産階

　級と営利階級については，Ｖｇｌ．Ｍａｘ　Ｗｅｂｅｒ，Ｗｉｒｔｓｃｈａｆｔ　ｕｎｄ　Ｇｅｓｅ１１ｓｃｈａｆｔ
・

　Ｓｔｕｄｉｅｎａｕｓｇａｂｅ　 Ｅｒｓｔｅｒ　 Ｈａｌｂｂａｎｄ，Ｋ６１ｎ ・Ｂｅｒｌｉｎ１９６４，２２３－２２９．Ｍ．ウエーバ

　ー経済と杜会ｒ支配の諾類型』世良晃志郎訳，創文杜，１９７０年，２０９～２１７ぺ一ジ 。

　３）１８２３年の州議会の設立と官僚制

　ドイツにおいて階級杜会モデノレの形成が阻害された要因をＪ ．コッ カはつぎ

のように指摘する 。ｒ１８世紀と１９世紀初頭におげる国家政策の作用が，就中身

分制的基本モデ ノレ を空洞化し，階級杜会基本モデルの準備に貢献したが，しか

し， 強力た，革命的断絶のない，官僚制的公権国家の純粋な存在が…… 階級杜

会基本モデ ノレ と矛盾した。ドイツ 政治制度の前民主的，前または半議会主義的

　　　　　　　　　　　アウトノミー
構造が官僚政治の相対的白立性を助長したが，この官僚政治は，１７８０年代にお

いても ，１８４０年代においても ，第一次大戦においてはますます，杜会経済的に

支配的な階級の，単なる支配の道具として理解することのできないものであ
１）

る」と 。すなわち，革命的断絶のない官僚制的公権国家の存続と前または半民

主的な議会主義的構造が官僚政治の相対的自立性を助長し，階級杜会モデ ノレ を

歪めたというのである 。

　この点を敷術しながら，以下の考察の焦点を定めよう 。革命的断絶のないブ

ロイセソおよびドイツ帝国では，階級杜会の局面の進展に伴ない，変容を蒙り

つつも ，君主の絶対主義的性格が１９１８年まで維持され，君主の官僚と軍隊とい

う性格が保持されつづげた。ところで，官僚政治の相対的白立性を考察しよう

とするさい，フラソス革命の政治的側圧のもとで，プ ロイセソ改革時に，議会

制度の改革が遂行された点が問題を複雑にする 。すなわち，近代国家にあ って

は， 立法，司法，行政の三権分立の基礎上で，行政は議会立法に基づいて執行

されねぱならないからである 。

　プ ロイセソ官僚政治が相対的自立性を維持するためには，君主の官僚として

の性格を議会に対して維持しつづけることを必要とする 。これは議会立法に基

づく官僚政治の拒否であり ，このためには議会構造の前または半民主的性格の

　　　　　　　　　　　　　　　　（３７９）
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維持が必要となる 。しかし，プ ロイセソ改革による経済面での自由主義化〔〉工

業化への起爆→階級杜会の彫成と展開に伴ない，興隆してくるブルジ ョアジー

は・ （法と政治参加の不平等を基礎とする）身分制的，前または半議会主義的構造

を打破し，（自由主義経済制度の基礎上での経済的不平等形成の表現としての）経済的

富の蓄積を基礎に，階級杜会に適合的な議会の民主的構成〔＝法と政治参加の平

等〕を要求するようにな ってくる 。したが って，プ ロイセソ官僚政治の相対的

自立性維持の間題は，自らが遂行した改革の成果としての，経済面におげる自

由主義化と工業化の進展→それを基礎とする階級杜会への移行Ｅ＞議会構成の民

主化要求，の連鎖に対して，経済面での自由主義化，工業化の是認→階級杜会

の形成に適応しつつも身分杜会の残存維持Ｅ＞政治面での前または半議会主義的

構成の維持，の連鎖を対置し，前者の連鎖を後者へと転轍することにより解決

された 。

　以下，議会構成の推移を中心に，プ ロイセソ官僚がこの転轍をどのように遂

行したか，に焦点を絞って，ブ ロイセソ官僚政治の相対的自立性を写し出すこ

とにしよう 。たお，そのさい，結論を先どりしていえば，東エルベ地域の農村

杜会構造と ，ここでの考察対象である中問層間題が，この転轍に当 って重要た

役割を果すことになる 。

　プ ロイセソの議会制度はつぎのような展開を示している 。１８世紀前半にフリ

ードリッヒ ・ヴィルヘルムー世は，身分制的た小邦分立の杜会秩序の基礎上で
　　　　　　　　　　　　　　２）
最も厳密な親政の体制を築いた。フリードリッヒニ世は，戦勝により領土を拡

夫したプ ロイセソを ヨーロッパの強国にするために，古い絶対主義と訣別し ，

新しい法治国家を建設する目的で 　般国法の制定を意図した。一般国法は，大

王の死後１８９１～１８９４年に成立したが，ブ ロイセソ杜会制度の基礎として少なく

とも１９００年に至るまで存続し，二三の国法的部分（ｅｍｌｇｅ　ｓｔａａｔｓ－ｕｎｄ　ｌａｎｄｒｅｃｈｔ－

１ｉｃｈｅｎ　Ｔｅｉ１ｅｎ）はホーエソツォレルソ家の退位後も存続した。その内容はｒフ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３）
リートリヅヒ 大王の国家観のヤヌスの頭（Ｊａｎｕｓｋｏｐｆｄｅｒｆｒ・ｅｄｅｒ１ｚ１ａｍｓｃｈｅｎ

Ｓｔａａｔｓａｎｓ１ｃｈｔ）」であ った。すなわち，「法典は，一方で，伝統的な杜会差別を注

意深く守り ，その結果，法律制度が身分制的編成に適応しなければならず，そ

　　　　　　　　　　　　　　　　（３８０）
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れところか貴族に　　普通法に反して　　身分制的婚姻法が認められ，他方で ，

多くの命題（Ｓａｔｚ）がすでにフラソス革命の理念を先取りし，この作業の結果 ，

プロイセソが他のヨーロッバに一世紀ほど先だ ったとミラボー（Ｍｉｒａｂｅａｕ）が

言い得たほどの大胆さでもっ て， 国家主権の考えをその最後の結語に至るまで
　　　　４）
貫き通した」のであ った 。

　三月前期の議会制度は改革時代の最後を告げる１８２３年の州議会（ＰｒＯｖｍ・１ａ１－

１ａｎｄｔａｇ）の設立により定置されたが，これは一般国法以前の見地に立つ貴族等
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　５）
族と改革を志向した各省官僚との問の妥協の産物であ った。　般国法は，出生 ，

使命または本業（Ｇｅｂｕｒｔ，Ｂｅｓｔｉｍｍｕ・ｇ　Ｏｄｅｒ　Ｈａｕｐｔｂｅｓｃｈ註ｆｔｉｇｕ・ｇ）にしたが って

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　６）
権利が確定される全国家的議会を構想していた。しかし，！８２３年の州議会は一

般国法の構想と二点で相違していた。すなわち，Ｑ全国家的にではなく州単位

で設立され，　出生と職業身分的構想に基づいてではたく土地所有を基準に構

成された。１８２３年６月５日の法律（Ａ１ｌｇｅｍｅｉｎｅｓ　Ｇｅｓｅｔｚ　ｗｅｇｅｎ　Ａｎｏｒｄｎｕｎｇ　ｄｅｒ

Ｐｒｏｖｍｚ１ａ１－Ｓｔａｎｄｅ，５Ｊｕｍ１８２３）は「土地所有か身分団体（Ｓｔａｎｄｓｃｈａｆｔ）の条件

　　　　　　　　７）
である」と宣蕎し，土地所有を基準とする三つの団体〔¢騎士領所有者，　農業

をｒ本業（ＨａｕＰｔｇｅｗｅｒｂｅ）」として営む農村土地所有者，　一つの営業経営またはそ

の会員を通じ，市参事会において資格を与えられた都市の土地所有者〕が選挙団体

（Ｗａｈｌｖｅｒｂ註ｎｄｅ）を形成し，土地所有の基準は州や地方行政区（Ｌａｎｄｓｃｈａｆｔ）で

　　　　　　　８）
異っ たのである 。

　しかし，改革立法は，同時にすべてのプ ロイセソ人に対して土地所有を基準

にした三つの身分すべてに道を開いた。改革立法により ，出生の特権は除去さ

れたが，¢兵役と兵役代替杜会奉仕義務（ｄｅｒ　Ｈｅｅｒｅｓ－ｕｎｄ　Ｚｉｖｉ１ｄｉｅｎｓｔ）がすべ

ての人に課せられ，将校職への昇進は，１８０８年８月６日の服務規定（ｄａｓ　Ｒｅｇ１・ 一

ｍｅｎｔ　ｖｏｍ６．Ａｕｇｕｓｔ１８０８）により ，知識と教養，戦時においては勇気と洞察力

を基準にたされることになり ，◎同様に公行政において ，１８０８年１２月１６目の法

律により ，「すべての身分と問柄の者のたかの優れた能力をもつ者に」公務員

への道が開かれ，　農場売買と土地市場の白山，営業の自由選択，人身的隷属

の廃止が宣せられた。この結果，すべてのプ ロイセソ国籍を有する者に，土地

　　　　　　　　　　　　　　　　（３８１）
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　９）
の獲得を通じて，三つの身分のいずれをも獲得する道が開かれたのである 。

　そのさい，出生に基づく特権が除去されることにより ，身分制限は撤廃され

たが，身分自体は残った点が重要である 。すなわち，¢後述するようにかなり

の特権が騎士領に附着したまま留まり ，◎都市市民に対して，かれらに対して

のみ，地方自治体に関する諸権利が新たに約束され，　農民に対しては自立へ

の歩みが可能とされた。こうして土地所有を基準とした，法と政治関与の不平

等を基礎とする三つの身分は残ったが，土地の獲得を通じて，三つの身分のい

ずれへも到達する道が開かれるとともに，州議会とともに官僚と将校もまた三
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１０）
つの身分から構成されることにな ったのである 。

１）　Ｊ　Ｋｏｃｋａ，Ｓｔａｎｄ－Ｋ１ａｓｓｅ－Ｏｒｇａｎ１ｓａｔｌｏｎ ，１５５

２）　Ｏｔｔｏ　Ｈ１ｎｔｚｅ，Ｄｅｒ　ｐｒｅｕＢ１ｓｃｈｅ　Ｍ１１１ｔａｒ－ｕｎｄ　Ｂｅａｍｔｅｎｓｔａａｔ
，ｍ

，Ｏｔｔｏ　Ｈｍｔｚｅ
，

　Ｒｅｇ１ｅｒｕｎｇ　ｕｎｄ　Ｖｅｒｗａ１ｔｕｎｇ，Ｇｅｓａｍｍｅｌｔｅ　Ａｂｈａｎｄｌｕｎｇｅｎ　ｚｕｒ　Ｓｔａａｔｓ＿ Ｒｅｃｈｔｓ＿

　ｕｎｄ　Ｓｏｚ１ａ１ｇｅｓｃｈ１ｃｈｔｅ　ＰｒｅｕＢｅｎｓ，Ｈｅｒａｕｓｇｅｇｅｂｅｎ　ｕｎｄ　ｅｍｇｅｌｅｌｔｅｔ　ｖｏｎ　Ｏ ｅｓ－

　ｔｒｅｉｃｈ・Ｂａｎｄ　Ｉ－ＩＩＩ・Ｇ６ｔｔｉｎｇｅｎ１９６２，４２＆オ ットー・ ヒソツェ「一八世紀にお

　げるプ ロイセソ軍事＝官僚国家」，Ｆ ．ハルトゥソグ，Ｒ ．フィーアハウスほか著

　ｒ伝統杜会と近代国家』成瀬治編訳，岩波書店，１９８２年，３３５～３３６ぺ一ジ
。

３）ＨｖＴｒｅ１ｔｓｃｈｋｅＤｅｕｔｓｃｈｅＧｅｓｃｈ１ｃｈｔｅ，Ｂｄ１，７５ＲＫｏｓｅ１ｌｅｃｋ，ＰｒｅｕＢｅｎ

　ｚｗ１ｓｃｈｅｎ　Ｒｅｆｏｒｍ　ｕｎｄ　Ｒｅｖｏ１ｕｔ１ｏｎ，２３

４）ＨｖＴｒｅ１ｔｓｃｈｋｅ，ＤｅｕｔｓｃｈｅＧｅｓｃｈ１ｃｈｔｅ，Ｂｄ１，７４－７５

５）Ｒ　Ｋｏｓｅｌ１ｅｃｋ・Ｓｔａａｔ　ｍｄ　Ｇｅｓｅ１１ｓｃｈａｆｔ　ｍ　ＰｒｅｕＢｅｎ，８７，訳，４４５ぺ
一ソ

。ｄｅｒｓ
，

　ＰｒｅｕＢｅｎ　ｚｗｌｓｃｈｅｎ　Ｒｅｆｏｒｍ　ｕｎｄ　Ｒｅｖｏｌｕｔ１ｏｎ ，３３７

６）　Ｒ　Ｋｏｓｅ１１ｅｃｋ，ＰｒｅｕＢｅｎ　ｚｗ１ｓｃｈｅｎ　Ｒｅｆｏｒｍ　ｕｎｄ　Ｒｅｖｏｌｕｔ１ｏｎ，７０．３３９

７）　Ｅｂｄ
．，

３３８
．

８）　Ｅｂｄ
．，

３４０

ｇ）　Ｅｂｄ
．，

３３９
．

１０）　Ｅｂｄ
．，

３３９
．

　１８２３年の州議会設立の結果，官僚が唯一の国家身分とな った。「一般国法に

おいてすでに国家議会として構想された議会は，地域的州議会に分解されたの

で， その結果，残っている唯一の国家身分は今とな っては官僚層のみとな った
　　　１）
のである」。「実際には工場，銀行，商業の代表者と法律家が，土地所有者とし

　　　　　　　　　　　　　　　　　（３８２）
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て現われねぼならないという ，制限された意味においてではあ った」にせよ ，

白巾主義的経済・関税改革の縞果，経済的不平等を基礎とする階級状況が形成

されてくるにつれ，ｒ議会は経済的利害代表にな った，といわれるようにな って
　　　２）
いっ た」。こうして官僚国家と議会において代表される経済杜会との問に対立

が生じ，「国家と『精神』は官僚においてのみ存在したのであり ，議会において
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３）
代表される杜会においてではなか ったのである」。プ ロイセン官僚層は宮廷の
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　４）
次にラソクされる指導的杜会層とな ったのである 。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　５）
　以上とｒ国家のなかでの首長」としての君主の存続が，行政官庁の優先的地

位と官僚の自立性を結果した。議会ではｒ身分的 フォー サイドの背後で階級の

利益代表団体が彬成され始めた」が，「その政治的権利は，国家の提出する間

題の・審議と請願（Ｂｉｔｔｅ）および抗議（Ｂｅｓｃｈｗｅｒｄｅｎ）に制限され」
，しかも ，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　６）決議をベノレリソに送るためには，三分の二以上の多数を必要としたのである 。

州議会は国家の任務の補助使用人（Ｈ１１ｆｓｄ１ｅｎｅｒ　ｍ　ｓｔａａｔ１１ｃｈｅｍ　Ａｕｆｔｒａｇ）に留まっ

　７）

た。 州レベノレでは火災保険，精神病院，貧困老収容家屋と二三のものが州議会

の監視下におかれたが，そのさいも州長官に従うに留まり ，州議会が政治的審

議団体として活動した時には君主にｉ亘属したが，しかし州長官が政府任命の王

の委員として会議を開催し，終結した。要するに州議会は州行政と何のかかわ
　　　　　　　　　　８）
りもなか ったのである 。この結果，州議会は州行政外の立法部の政治的審議機
　　　　　　　　　　９）
関に留まっ たのである 。

　そのさい，州議会は王に直属し，八つの州に別れていた。これが　重の結果

を招来した。¢八つの州の通過を必要とする一般立法は数年から数十年の制定

期間を要した〔例えぱ，１ ，〔１〕の３を想起せよ〕。これにより行政は有効性を失

った。◎他方で有効性を維持するため，法律が人権と財産権への侵害（Ｅｉ・ｇ・ｉ任ｅ

ｉｎ　Ｒｅｃｈｔｅ　ｄｅｒＰｅｒｓＯｎ　ｕｎｄ　ｄｅｓ　Ｅｉｇｅｎｔｕｍｓ）を含んでいるとの理由で，法律に従

った手順を避げることにより ，州議会が展六簡略に扱われた。例えぼ，株式会

杜法，鉄道法，労働者保護法のようた緊急を要する一般法を導入する時には
，

定められた手続き彬態を避げ，人権と財産権に関係するとの理由で，各省庁は

王冠の国家大権（ｄｅｒ　Ｓｏｕｖｅｒａｎ１ｔａｔｓａｎｓｐｒｕｃｈ　ｄｅｒ　Ｋｒｏｎｅ）の背後に隠れたのであ

　　　　　　　　　　　　　　　　（３８３）
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１０）

る。 このように君主の国家大権を軸に，前または半民主的な議会構造が官僚政

治の相対的自立性を助長したのであ った 。

　ところで官僚は，三月前期の経済的指導層がまだ大学教育を受げるところま

でい っていたか ったのに対し，かれらの地位を大学教育を受けたという教養特

権（Ｂ１１ｄｍｇｓｐｒ・ｖｌｌｅｇ）に負い，いくつかの厳しい試験を経て，何よりも国家が

かれらの忠誠を期待し得る知性の特別の代表者（ｄ１ｅ　ｓｐｅｚ１
丘ｓｃｈｅｒ　Ｖｅｒｔｒｅｔｅｒ　ｄｅｒ

　　　　　　　１１）
Ｉｎｔｅｌｌ・ｇｅｎｚ）であり ，へ一ゲノレが『法哲学』において，当時の現実そのものを画

いたように，官僚層は民衆とトッ ブの問に立つ「中問層の主要部分」（２９７節）

として，階級杜会への移行を開始した杜会の住民と ，国家との問において国制
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１２）
上の媒介者として，国制の能動的中核を彩成したのであ った。そのさい，中央

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
ロ　カ　｝　ル

各省と県庁が合議体として評定を行ったのに対し，地区的諸自治団体と直接交
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１３）
渉をもち，州長官とともに支配を行な った郡長（Ｌａｎｄｒａｔ）は，東エノレヘ地域に

おいては，郡議会（Ｋｒｅ１ｓｓｔａｎｄｅ）〔＝騎士領所有者〕の推せん権による郡議会の信

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１４）
任者であると同時に，君主の官吏でもあるという ，この官職の成立事情をその

まま継受し，「１８０８年一１２年の問に創出された官庁機構の骨組みは，何も変え
　　　　　１５）
られなか った」のである 。

　以上のように，１８２３年の州議会設立後も ，官僚は君主の国家大権を軸に，行

政官庁の優先的地位を維持しつづげたのであるが，この官僚政治の相対的自立

性は，州議会の設立の当初から，議会のもつ二つの問題点により助長された 。

すたわち，¢議会の設立が，国民国家に照応しない州単位に留まっ た結果，官

僚が唯一の国家身分になることにより ，また，◎州議会の政治的権利が，国家

の提出する間題の政治的審議と国家への請願に限定されたことによっ てである 。

さらに，三月前期におげる官僚政治の自立性は，大学を卒業し，厳しい試験に

合格したという ，当時の他の国民に対する官僚の教養特権により裏打ちされた 。

教養特権をもつことにより ，官僚は杜会の住民と国家との媒介者としての機能

を果したのである 。

　ここで差し当り ，後段の考察との関連で，二点に注目しておきたい。一つは ・

「プ ロイセソのように，歴史的伝統をもつことなく突如出現した国家は，思想

　　　　　　　　　　　　　　　　（３８４）



　　三月前期のブ ロイセソにおける「杜会問題」と杜会政策および中問層政策の展開崎（川本）６７

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１６）
の国家，知性の国家とたらざるを得ない」といわれているのであるが，官僚層

と本稿で対象とする中問層が，内容は異るにせよ ，ともに底辺と頂点の問に位

置し，形態は異るにせよ ，教育と技術修得の基礎上で試験を経た教養特権層と

能力階級であるという両者の共通点であり ，いま一つは，東エルベ地域の郡長

が騎士領所有著の信任者であると同時に国家の官吏でもあるという点てある 。

この点は後に重要な意味をもっ てくる 。

　つぎに，この官僚政治の相対的白立性が，自由主義的経済政策の展開の結果 ，

どのように維持されてい ったのか，の考察に移ることにしよう 。

１）　Ｒ．Ｋｏｓｅ１１ｅｃｋ ，ＰｒｅｕＢｅｎ　ｚｗｉｓｃｈｅｎ　Ｒｅｆｏｒｍ　ｕｎｄ　Ｒｅｖｏ１ｕｔｉｏｎ ，３４３
．

２）　Ｖｇ１．Ｅｂｄ
．，

３４２－３４３

３）　Ｅｂｄ
．，
　３４３

４）Ｒ．Ｋｏｓｅ１１ｅｃｋ，Ｓｔａａｔ　ｕｎｄ　Ｇｅｓｅｌ１ｓｃｈａｆｔ　ｉｎ　ＰｒｅｕＢｅｎ ，８９，訳，４４８ぺ一ジ 。

５）　Ｒ．Ｋｏｓｅ１１ｅｃｋ，ＰｒｅｕＢｅｎ　ｚｗｉｓｃｈｅｎ　Ｒｅｆｏｒｍ　ｕｎｄ　Ｒｅｖｏ１ｕｔｉｏｎ ，３４４－３４５

６）　Ｅｂｄ
．，

３８２

７） ，８）　Ｅｂｄ
．，

　３８２

ｇ）　Ｅｂｄ
．，

３８３
．

１０）　Ｅｂｄ
．，

３８３－３８４．　Ｖｇ１．　Ｒ．Ｋｏｓｅ１１ｅｃｋ ，Ｓｔａａｔ　ｕｎｄ　Ｇｅｓｅｕｓｃｈａｆｔ　ｉｎ　ＰｒｅｕＢｅｎ
，

　９１－９３，訳，４５０～４５３べ一ジ。なお，ここでプ ロイセソ改革による地方行政機構

　の再編について述べておこう 。１８０８年１２月２６目の命令（ｄｉｅ　ＶｅｒＯｒｄｎｕｎｇ　ｖＯｍ２６

　Ｄｅｚ．１８０８）により地方行政機構が改革されたさい，従来通りの道が固守され ，

　県（Ｒｅｇｉｅｒｕｎ９）が中央各省に直結して，ともに合議制に基づいて行政を行ない ，

　州庁は中央各省→県の命令系統外にあ って，州内各県の問の利害調整と州議会を

　監督する権限が与えられ，郡長とともに州長官は支配を行ない，中央各省と県庁

　か評定を行なうという ，専決制（Ｐｒａｓ１ｄ１ａ１ｓｙｓｔｅｍ）と合議制（Ｋｏ１１ｅｇ１ａｌｓｙｓｔｅｍ）

　の二重の機能から構成された。なお，ウィーソ会議後のフロイセソ行政区画は８

　州２５県３２９郡である（Ｖｇ１．Ｅｍｉ１Ｗｏ１任，ＧｒｕｎｄｒｉＢ　 ｄｅｒ　ｐｒｅｕＢｉｓｃｈ－ｄｅｕｔｓｃｈｅｎ

　ｓｏｚｉａｌｐｏ１ｉｔｉｓｃｈｅｎ　ｕｎｄ　Ｖｏ１ｋｓｗｉｒｔｓｃｈａｆｔｓｇｅｓｃｈｉｃｈｔｅ　ｖｏｎ１６４０ｂｉｓ　ｚｕｒ　Ｇｅｇｅｎｗａｒｔ
，

　Ｂｅｒ１ｉｎ１９０９，１２５＿１２６，１２８．Ｆｒｉｔｚ　Ｈａｒｔｕｎｇ ，Ｄｅｕｔｓｃｈｅ　Ｖｅｒｆａｓｓｕｎｇｓｇｅｓｃｈｉｃｈｔｅ

　ｖｏｍ　１５．Ｊａｈｒｈｕｎｄｅｒｔ　 ｂｉｓ　ｚｕｒ　 Ｇｅｇｅｎｗａｒｔ，Ｌｅｉｐｚｉｇ ．Ｂｅｒｌｉｎ１９２２，１４４，１４７
．

　Ｆ ．ハノレトゥソグｒドイツ 国制史一１５世紀から現在まで一』成瀬治，坂井栄八郎

　訳，岩波書店，１９８０年，３４２～３４３，３４８～３４９べ一ジ。なお，原書は１９２２年の第２

　版であり ，訳書は１９６９年の第８版に拠 っており ，大幅な増補がなされているが骨

　格の部分に変更はない。この点については，訳書，訳者あとがき ，５２３べ一ジを

　　　　　　　　　　　　　　　　（３８５）
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　　参照せよ 。Ｒ．Ｋｏｓｅ１ｌｅｃｋ，Ｓｔａａｔ　ｕｎｄ　Ｇｅｓｅ１１ｓｃｈａｆｔ　ｉｎ　ＰｒｅｕＢｅｎ，９１－９３，訳，４５０

　　～４５３べ一ジ。大西健夫ｒハノレデソベルク租税改革とプ 回イセソ国家財政再建』

　　早稲田大学出版部，１９７８年，２３～２４べ一ジ）。

　１１）Ｒ．Ｋｏｓｅ１ｌｅｃｋ，Ｓｔａａｔ　ｕｎｄ　 Ｇｅｓｅ１ｌｓｃｈａｆｔ　ｉｎ　ＰｒｅｕＢｅｎ，８９，訳，４４８ぺ一ジ 。

　　ｄｅｒｓ
．，

ＰｒｅｕＢｅｎ　ｚｗｉｓｃｈｅｎ　Ｒｅｆｏｒｍ　ｕｎｄ　Ｒｅｖｏ１ｕｔｉｏｎ，３８６
．

　１２）Ｒ　Ｋｏｓｅｌｌｅｃｋ，Ｓｔａａｔ　ｕｎｄ 　Ｇｅｓｅ１ｌｓｃｈａｆｔ　ｍ　ＰｒｅｕＢｅｎ，８８－８９，訳，４４７～４４８ぺ

　　 一ジ。へ一ゲルｒ法の哲学』（下），高峯一愚訳，２０５～２０６ぺ一ジ
。

　１３）Ｒ　Ｋｏｓｅ１１ｅｃｋ，Ｓｔａａｔ　ｕｎｄ　 Ｇｅｓｅ１ｌｓｃｈａｆｔ　ｍ　ＰｒｅｕＢｅｎ，９３，訳，４５２ぺ一ソ。

　１４）Ｆ．Ｈａｒｔｕｎｇ，ａ．ａ．Ｏ
．，

７２
，訳，１６３～１６４ぺ 一ジ 。

　１５）Ｅｂｄ ．，

１４７
，訳，３４７ぺ一ジ。たお，プ ロイセソ改革によっ ても「地方行政は ，

　　大体においていままで通りの道を固守していた。……郡長職もまた，国家の官職

　　とクライス等族制的地方自治の結合という ，その旧来の性格を保持していた」

　　（Ｅｂｄ ．，

１４４
，訳，３４２～３４３ぺ一ジ）。

　１６）Ｒ．Ｋｏｓｅｌ１ｅｃｋ，Ｓｔａａｔ　ｕｎｄ　Ｇｅｓｅｌ１ｓｃｈａｆｔ　ｉｎ　ＰｒｅｕＢｅｎ ，９０，訳，４４９～４５０ぺ一

　　ジ 。

　４）　自由主義的経済政策の展開と州議会

　以上のように１８２３年の州議会の設立の結果，官僚は，君主の国家大権を軸と

し， かつ教養特権の基礎上で，唯一の国家身分として州議会に対して自立性を

獲得した。しかし，土地所有を基礎とした身分団体の移成は，ハノレ デソベノレク

の構想した自由な市場経済を通じて ，共通の国家市民（ｅｍ　ｇｅｍｅｍｓａｍｅｓ　Ｓｔａａｔｓ
－

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１）
ｂ直ｒｇｅｒｔｕｍ）を形成するという道の放棄であ った。ハノレ デソベノレクと古い貴族

等族との問に形成された対立は，１８２３年以降中央各省（Ｓｔａａｔｓｍｍ・ｓｔｅｒ・ｕｍ）内へ

持ち込まれ，南ドイツ 諾邦と逆にｒ政治的には王政復古的に，経済的には進歩

的に行動する複線（ＤｏｐＰｅ１ｇ１ｅ１ｓ・ｇｋｅ１ｔ）が国制政策的な指導的役割（ｖｅｒｆａｓｓｕｎｇｓ －

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２）
ｐｏ１１ｔ・ｓｃｈｅ　Ｆｕｈｒｕｎｇｓｒｏ１１ｅ）を官庁から奪う」のであるが，この結果，個人の解放

により経済的には自由であるが，政治的には国家に拘束された杜会が彬成され
　　　　３）

てい った 。

　以下この過程を，内務省（Ｉｍｅｎｍ１ｍＳｔｅｍｍ）と ，ハノレテソヘノレクの経済，関

税政策の延長線上での営業局（Ｇｅｗｅｒｂｅｄｅｐａｒｔｍｅｎｔ）との複線の矛盾を指摘した

後， その結果を州議会を舞台として辿り ，官僚層が新しい事態に対応しつつ ，

　　　　　　　　　　　　　　　　　（３８６）



　三月前期のプロイセソにおげる「杜会間題」と杜会政策および中問層政策の展開陶（川本）６９

自立性を維持しつづげていく経過を明らかにしよう
。

　上述のように１８２３年の州議会の設立は一般国法以前の見地に立つ貴族等族と

改革を志した各省官僚との妥協の産物であ った。しかし，結果は最初から騎士

領所有者に有利に構成されていた。Ｗ．ｖ．フソボ ノレト（Ｗｉ１ｈｅ１ｍ　ｖｏｎ　Ｈｕｍｂｏｌｄｔ）

の指導のもとに，議会間題を担当する一省が設げられたさい，皇太子を首領と

する旧等族党（ａ１ｔｓｔ註・ｄｉｓｃｈ・ Ｐａｒｔｅｉ）の，土地所有貴族の利益を守り ，身分制上の

差別の解消を志向しない路線が貫き，１８２３年６月５日に「古いドイツ 国制の精
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　４）
神に従って」州議会が開設されたのであ った。州議会に選出された三つの「身

分階級（。Ｓｔａｎｄｅｓｋ１ａｓｓｅ“）」の比率は，一般的に言 つて大土地所有者，都市市民 ，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　５）
農民の間で，１／２：１／３：１／６の比率を示していた。また，西部二州のように ，

三つの階級の問で，平等の代表者が割当てられた所では，これにシ ュタソデス

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　６）ヘノレ（Ｓｔａ・ｄｅｓｈｅｒｒ）が加えられ，騎士層とともに閉鎖的なブ ロックを彩成した

〔第２０表を参照せよ〕。 このように議員数において騎士領所有者は他の二つを凌駕

していたのであるが，これは杜会的現実から正当化され，将来をもまた確定す
　　　　　　　７）
るものであ った。この結果，ベノレリソの各省（Ｂｅｒｌｉｎｅｒ　Ｍｉｎｉｓｔｅｒｉｕｍ）へ提案す

る三分の二以上の決議を得るためには，身分問の妥協が必要であ ったか，賛成 ，

反対いずれのぱあいにも ，騎士領所有者が数的に有利な立場を占め，慶 々市民
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　８）
と農民の決議を麻痒させ，自已の利益を守るうえで優位に立ったのである 。

　ところで，ハノレ デソベノレクの自由主義的経済，関税政策と ，その延長線上で

の， 営業局を中心とする ローターの王立海外貿場会杜（Ｒｏｔｈｅｒｓ　Ｓｅｅｈａｎｄ１ｕｎｇ）

や， ボイトの営業促進のための技術代表団と ，それに関連する協会（Ｂｅｕｔｓ　ｔｅｃｈ －

ｎｉｓｃｈｅ　Ｄｅｐｕｔａｔｉｏｎ　ｕｎｄ　ｄｅｒ　ａｎｇｅｓｃｈ１ｏｓｓｅｎｅ　Ｖｅｒｅｉｎ　ｚｕｒ　Ｇｅｗｅｒｂｅｆ６ｒｄｅｒｕｎｇ）の活動に

よる工業化への起爆により ，内務省もこの方向を考慮に入れざるを得なくた っ
９）

た。 自由主義的経済，関税政策の結果，白由な農場市場（Ｇ砒ｅｒｍａｒｋｔ）が彩成

され，騎士領の所有父替（Ｂｅｓ１ｔ・ｗｅｃｈｓｅ１）か進展し，市民的騎士領所有者の数
　　　　　　　１０）
が増大してい った。これに対し，１８２３年に内相 １ユヅクマソ（ｄｅｒ　Ｉｍｅｎｍｍｓｔｅｒ

Ｓｃｈｕｃｋｍａｍ）は，「身分団体の基礎にあるのは，主として土地所有の安定とそ

の促進である」と宣言し，１０年問中断なしに所有を継統した騎士領にのみ選挙

　　　　　　　　　　　　　　　　（３８７）



７０　　　　　　　　　　　　立命館経済学（第３６巻 ・第３号）

権を与える条項を作成した。この被選挙者への１０年条項（ｄ・ｅ　Ｚｅｈｎ］ａｈｒｅｓｋ１ａｕｓａｌ

ａｕｆ　ｄｉｅ　Ｗａｈｌｂａｒｋｅｉｔ）は自由な農場市場に政治的施錠をかげるものであり ，古
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１１）
くより定住している貴族的騎士領所有者を保護するものであ った 。

　しかし，この貴族的騎士領所有者の優遇措置は，とりわけ都市に対して深刻

な影響を与えた。就中大都市では１０年以上土地が一人の手に留まることは例外

であ ったからである 。この結果，被選挙者侯補の数が減少し，１８４０年代に入り

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１２）
各州議会が所有期問短縮の決議をするに至っている 。

　なお，被選挙者候補減少問題は農民身分でも深刻であ った。すでにＩ〔皿〕の

２で触れたように，調整資格の与えられた農民も ，土地所有者になるためには ，

　　　　　　　　　　　　　　　１３）
土地を割譲・しなげれぱたらなか った。ところで被選挙者候補としての農民は ，

土地所有の最小規模または地租額によっ て決められた。これらの結果，この条

件を満たす農民の少なかったオーバーシ ュレージエソ地方では，州議会に対し

て資格のある者が一人もいない郡（Ｌａ・ｄｋｒｅ・ｓ）が生じ，１８４３年に地租額を低め

る提案をしたが無駄であ った。また，ポメルソとポーゼソも，第一回州議会に

おいて最小規模または地租額を低めるよう要求したが無駄であ った。「国家は ，

最初に，被選挙権の下方への拡大を禁止する ，以前からの慣習から出発したの
　　　１４）
であ った」

。

　また，「営業の自由」と，営業局による営業の促進は，農村におげる営業を盛

んにした。１８２７年に第一回ヴ ェストファーレソ州議会は，有意義な特別の権利

（ｄａｓ　ｓｍｎｖｏｌｌｅ　Ｓｏｎｄｅｒｒｅｃｈｔ）を獲得した。すたわち，ｒ本業（Ｈａｕｐｔｇｅｗｅｒｂｅ “）」

としての農業の自已経営（Ｓｅｌｂｓｔｂｅｗ１ｒｔｓｃｈａｆｔ）に拘束されたいで ，農村の営業者

〔＝ 非農民〕にも選出の道を開いたのである 。これは，とくに州の南部で発展し
　　　　　　　　　　　フアブリーク
た家内工業を顧慮して，工　場や商業の代表者をも選出できるように配慮した

ものであり ，杜会発展に照応した措置であ った。しかし，１８３９年に，州議会の

反対多数にもかかわらず，内務省は ヨリ高次の　般性の名において（ｍ　Ｎａｍｅｎ

ｈｏｈｅｒｅｒ　Ａｌｌｇｅｍｅｍｈｅ１ｔ）この特別の権利を剥奪した。これは貴族の敵であるハノレ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１５）
コルト（Ｈａｒｋｏｒｔ）やヒーターラヅク（Ｂ・ｅｄｅｒｌａｃｋ）の議席を奪うためであ った 。

　この「本業」としての農業の自已経営という基準は，騎士身分とな った市民

　　　　　　　　　　　　　　　　　（３８８）
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層にも向げられた。いまや農業と営業とは到る所で融合移態をとり ，好景気の

場合には営業税納入が地租を凌駕したのであるが，そのさいには突然，直ちに

農業を「本業」としていないという理由でもっ て， 被選挙権が奪われたのであ

る。 「経済的な営業の成功は，以上のように政治的に罰せられ」，「その背後に
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１６）
は東部の杜会構造への同化の一般的傾向が隠されていたのである」 。

　以上のように，ハノレ デソベノレクにより軌道を敷かれた白由な市場経済を基礎

に， 営業局を中心に工業化への起爆の道が推進された結果，経済的不平等に基

づく階級杜会形成への方向が促進されるのであるが，こうした経済面で進歩的

に行動した官僚の成果を，内務省を中心として，政治的には王政復古の方向へ

と， すたわちｒ東部の杜会構造への同化の一般的傾向」へと導き，経済的成果

を政治的に罰したのであ った。ここではプ ロイセン改革における官僚のｒ上か

ら」の指導と ，その内部での複線により ，政治面と経済面で異った結果を生み

出した点，および内務省を中心とする王政復古的，身分制維持的政治路線は東

部の杜会構造への同化傾向，すなわち東部の土地所有をめぐる経済，杜会，政

治関係へ西部を〔経済的には階級杜会形成への方向に委ねつつ〕政治的に同化させ

るという意図に基づくものであ った点に注目しておきたい 。

　　１）　Ｒ．Ｋｏｓｅ１ｌｅｃｋ ，ＰｒｅｕＢｅｎ　ｚｗｉｓｃｈｅｎ　Ｒｅｆｏｒｍ　ｕｎｄ　Ｒｅｖｏ１ｕｔｉｏｎ ，３４１ ，３４３

　　２）Ｅｂｄ ・，

３４６・ここで国　　制という場合，ｒ憲法（Ｋｏｎｓｔｉｔｕｔｉｏｎ）としてのＶｅｒ－

　　　ｆａｓｓｕｎｇではなく ，オ ヅトー・ フノレソナー（Ｏｔｔｏ　Ｂｒｕｎｎｅｒ）にしたが って政治

　　　的 ・杜会的構造捗式として理解されたＶｅｒｆａｓｓｕｎｇ」として理解し，使用する
　　　（Ｖｇ１Ｅｍｓｔ　Ｗｏ１ｆｇａｎｇ　Ｂｏｃｋｅｎｆｅ１ｄｅ，Ｄｅｒ　Ｖｅｒｆａｓｓｕｎｇｓｔｙｐ　ｄｅｒ　ｄｅｕｔｓｃｈｅｎ

　　　ｋｏｎｓｔ１ｔｕｔ１ｏｎｅ１１ｅｎ　Ｍｏｎａｒｃｈ１ｅ１ｍ１９Ｊａｈｒｈｕｎｄｅｒｔ　ｍ，ｄｅｒｓ（Ｈｇ） ，ｌＭｏｄｅｒｎｅ

　　　ｄｅｕｔｓｃｈｅ　Ｖｅｒｆａｓｓｕｎｇｓｇｅｓｃｈ１ｃｈｔｅ（１８１５－１９１８） ，Ｋｏ１ｎ１９７２，１４７　エルソスト

　　　 ーヴォルフガソグ ・ベッケソフヱノレデｒ一九世紀ドイツ立憲君主政の国制類型」 ，

　　　Ｆ ．ハルトゥソグ，Ｒ ．フィーアハウスほか著『伝統杜会と近代国家』成瀬治編訳 ，

　　　岩波書店，１９８２年，４８９ぺ 一ジ）。 なお，三月前期におげるプ ロイセソと南ドイツ

　　　諸邦とザクセソを比較して、Ｊ ．コッ カはつぎのように指摘している 。「確かに諾

　　　邦の問で大きな相違があ った。南ドイツ 諸邦は比較的自由主義的な憲法をもっ て

　　　いたが，しかし，経済的自由化〔と経済的発展〕に関しては控え目に留まっ た。

　　　逆にプ ロイセソは比較的権威主義的な国制をもっ ていたが〔成文の憲法はなく ，

　　　個々の地域（Ｒｅｇｉｏｎ）の上部に位置する代議機関もなく ，効率的た官僚と強力な

　　　　　　　　　　　　　　　　　（３８９）
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　　常備軍が存在〕，その代りに非常に自由主義的な経済政策〔資本主義と経済成長

　　の促進，営業の自由，自由主義的関税政策等々〕をもっ ていた。ザクセソは経済

　　的には最も進歩していたが，国制においてはプ ロイセソ以上に１８世紀の古い制度

　　に向かって方向づげられていた。１８３０年以降ザクセソは一定の改革を遂行した」

　　（Ｊ　Ｋｏｃｋａ　Ｌｏｈｎａｒｂｅ１ｔ　ｕｎｄ　Ｋ１ａｓｓｅｎｂｌ１ｄｕｎｇ，５５）。

　　　因みに，１９世紀初頭に南トイソは，相ついで議会制度による憲法をもつように

　　な った。ナ ッサウ公国が１８１４年，バイエルソ王国が１８１８年，バーデソ大公国が

　　１８１８年，ヴ ユルテソベノレク王国が１８１９年，ヘッセソ ・ダルムシュタ ット〔ヘッセ

　　　ソ〕大公国が１８２０年に憲法を発布し，ザクセソ王国は南ドイツ 諸邦を模範として

　　１８３１年に憲法を発布した。プ ロイセソは，周知のように１８４８年１２月５目の欽定憲

　　法を大幅に反動の方向に修正した１８５０年１月３１日の欽定憲法が最初のものであ っ

　　た（シ ュティソミソグｒ近代ドイツ 憲法史』市川米彦訳，博文館，１９４３年，６７～

　　６８，７５～７６，１０９～１１２ぺ一ジ）。

　　　　これに対して自由主義的な経済政策の指標を営業の自由の導入に置いて比較す

　　れぱ，後に詳述するプ ロイセソでは１８１０年１１月２目の勅令（ｄａｓ　Ｅｄｉｋｔ　ｖＯｍ２
．

　　Ｎｏｖｅｍｂｅｒ１８１０）であるのに対し，ナ ッサウが１８６０年，ザクセソが１８６１年，ヴ ユ

　　　ルテソヘルク ，ハーテソが１８６２年，ハイェルソが１８６８年であ った（Ｍ　Ｔ１１ｍａｍ
，

　　 ａ． ａ．
Ｏ．， ７， ９）。

　３）Ｒ　Ｋｏｓｅｌｌｅｃｋ，Ｓｔａａｔ　ｕｎｄ　Ｇｅｓｅ１ｌｓｃｈａｆｔ　ｍ　ＰｒｅｕＢｅｎ ，８５，訳，４４３ぺ一ソ 。

　４）Ｆ．Ｈａｒｔｕｎｇ，ａ．ａ．Ｏ
．，

１４９－１５０，訳，３５１～３５２ぺ一ジ
。

　５）　Ｒ　Ｋｏｓｅ１１ｅｃｋ，ＰｒｅｕＢｅｎ　ｚｗ１ｓｃｈｅｎ　Ｒｅｆｏｒｍ　ｕｎｄ　Ｒｅｖｏ１ｕｔｌｏｎ，３４４

　６）　Ｅｂｄ ．，

３４４－３４５
．

　７）　Ｅｂｄ ・，

３４４
．

　８）　Ｅｂｄ ．，

３４５
．

　９）Ｅｂｄ ．，

３４６
．たお，三月前期のプ ロイセソの経済政策は，ハルデソベルクの自

　　　由主義的経済，関税政策と ，工業化の起爆のための重商主義的政策の両面をもっ

　　　ていた。Ｒ コゼレヅ クは重商主義的一自由主義的経済政策（ｄ１ｅｍｅｒｋａｎｔ１ト

　　１１ｂｅｒａ１ｅ　Ｗ１ｒｔｓｃｈａｆｔｓｐｏ１１ｔ１
ｋ）の両面がお互いに補い合 ったとしてつぎのように説

　　明する。すなわち，手工業は，伝統と賠償義務（Ｅｎｔｓｃｈａｄ１ｇｕｎｇｓｐ趾ｃｈｔｅｎ）によ

　　　っ てのみ妨げられたが，全体として自由競争のもとに置かれたのに対し，国家は

　　大ｒ国民工業（” Ｎａｔ１ｏｎａ１ｍｄｕｓｔｒ１ｅ
‘‘

）」に対しては混合制度（ｅｍｇｅｍ１ｓｃｈｔｅｓ

　　Ｓｙｓｔｅｍ）を維持した。すたわち，技術教育，交通，工子ルギー源セクター す

　　たわち鉱山，冶金業の三つの領域で指導し，工業化の基礎を築いたが，その衝に

　　　当 ったのは教養官僚層（ｄ１ｅ　ｇｅｂ１ｌｄｅｔｅ　Ｂｅａｍｔｅｎｓｃｈａｆｔ）であ った。しかし，工業

　　化の成果はすへて自由競争に委ねられ，王立海外貿易会杜の諸企業と ，臨時の援

　　　　　　　　　　　　　　　　　（３９０）
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第２３表　１８３１～１８４１年の州議会における官僚の表

州

ＰｒｅｕＢｅｎ：　　　　９７

第５回州議会１８３４

第６回州議会１８３７

第７回州議会１８４１

Ｐｏｓｅｎ：　　　　　　５０

第５回州議会１８４１

Ｐｏｍｍｅｍ：　　４９

第５回州議会１８３４

第６回州議会１８３７

窮７回州議会１８４１

Ｂｒａｎｄｅｎｂｕｒｇ：　７１

第５回州議会１８３４

第６回州議会１８３７

王侯身分　騎士身分　都市身分　村落身分
Ｆｕ「ｓｔｅ阯 　　Ｒ１ｔｔｅ「ｓｔａｎｄ　ＳｔａｄｔｅｓｔａｎｄＳｔａｎｄｄｅｒ

　全体の数ｓｔａｎｄ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ｌａｎｄｇｅ －

　　　　　　　　　　　　　　　　　　ｍｅｉｎｄｅ

現官将市官将市官将市官将市将市非官存　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　官 ：

者僚校民僚校長僚校長僚校長校長僚僚

Ｓｃｈ１ｅｓｉｅｎ：　　　　９２　　　　（１０）

第４回州議会１８３３　　　３

第５回州議会１８３７　　　２

第６回州議会１８４１　　　２

　　　（４７）　　（２８）　　（２２）

１０１３７－　１－８一一一
１５　　　９　　　７　　一　　一　　一　　１０　　一　　一　　一

１４　　１２　　　４　　－　　　１　　－　　　８　　一　　一　　一

　　（２６）

１　１　１

　（１６）　　　（８）

１　－　　５　　　一

８　８１：１４

１０　８６：９

８　８４：１３

１　５　４８：２

　（２５）　　（１６）　　（８）

５　６一　　　一　　　一一一　６
１０　　　４　　一　　　　　一　　　　　一　　一　　一　　　４

７一一　　一　　一一一一
　　　（３６）　　　（２３）　　（１２）

２９５－１一　　一一一
一１１　５一一一　　一‘■

４３：６

３８：１１

４０：９

６１：１０

６０：１１

　（３６）　　　（３０）　　　（１６）

１５一一一一８一一一一　８６９：１９
１２　　　１　　－　　　２　　　１　　１０　　一　　一　　一　　　４　　１０　　７３：１６

１２　　１　　一　　一　　一　　　９　　－　　　１　　－　　　５　　　９　　７７：１４

Ｓａｃｈｓｅｎ：　　　　　７３　　　　（６）　　　　　　　　　　（３０）　　　　　　　（２４）　　　　　　（１３）

第４回州議会１８３３　　　３－　　４

第５回州議会１８３７　　　２－　　２

第６回州議会１８４１　　　１一　一

４－　１－　　　１一一　４
８一一　１　　－　１－１０
５一一一　　一一一５

Ｗｅｓｔｆａ１ｅｎ：　　７２　　（１２）　　　　　　（２０）　　　（２０）

第３回州議会１８３１　６一　一　一　　　一一　一一
第４回州議会１８３３　６－　１　一　　　一一　　３一

第５回州議会１８３７　８一一　一　　　一一　　１一
第６回州議会１８４１１０一一　一　　　一一　　１一
Ｒｈｅｉｎｐｒｏｖｉｎｚ：　８０　　　（５）

第４ ．回州議会１８３３　　一　一

第５回州議会１８３７　　一　一

第６回州議会１８４１　　一一
第７回州議会１８４３　　一一

（２５）　　（２５）

一　　１　２　一

一　　１　２　一

一　一　　１　一
・　　　　　　　■　　　　　　　　一　　　　　　　一

（２０）

一　　１　１

－　　１　一

一　　１　一

６５：８

６３ ：１０

６４：９

５８：

５７：

６２：

６６：

　（２５）

４　　一　　　　　一　　１１　　６７：１２

２一　　一　９７０：１０
４一　　一　７６９：１１

一一　　一　８７５：５
１１〕官僚に含まれる者＝郡長，下級事務官（Ｒｅｇｉｅｒｍｇｓｒ註ｔｅ）の行政官僚，司法官，鉱山，森林および税務官

僚， 総務委員会（Ｇｅｎｅｒａ１ｋｏｍｍｉｓｓｉｏｎ）の構成員
。

（２１官僚的騎士の大多数は郡長であ ったが，その上層では下級事務官と県知事（Ｒｅｇｉｅｍｎｇｓｃｈｅｆｐｒ色ｓｉｄｅｎｔ）

がいた。著名な者として，ｖ
．Ｓｃｈｒ６ｔｔｅｒ（Ｍａｒｉｅｎｗｅｒｄｅｒ１８４１）

，ｖ
．Ｍｅｄｉｎｇ（Ｍｅｒｓｅｂｕｒｇ１８３４．Ｂｒａｎｄｅｎ －

ｂｕｒｇ州長官として合同州議会へ１８４７） ，Ｇｒａｆ　ｚｕ　Ｓｔｏ１ｂｅｒｇ－Ｗｅｍｉｇｅｒｏｄｅ（Ｌｉｅｇｎｉｔｚ１８３３）
，ｖ

．Ｌ耐ｔｗｉｔｚ

（ａ ．Ｄ ．Ｒｅｉｃｈｅｎｂａｃｈ１８３３／３７） ，Ｇｒａｆ　ｖ ．Ｐ血 ｃｋ１ｅｒ（ＯｐＰｅ１ｎ 　１８３７）
，ｖ

・ｄ ・Ｈｏｒｓｔ（Ｍｉｎｄｅｎ 　１８２６／３７）
・ｖ

Ｐｅｓｔｅ１（Ｄむｓｓｅ１ｄＯｒｆ１８３０）
，ｖ．Ｂｏｎｉｎ（州長官として合同州議会へ１８４７）。 また ，１８３４年Ｂｒａｎｄｅｎｂｕ昭州

議会へ蔵相 ｖ． Ａｌｖｅｎｓ１ｅｂｅｎ が選出 。

（３９１）



７４　　　　　　　　　　　　立命館経済学（第３６巻 ・第３号）

　　助でもっ て干渉するに留まっ た。 こうした政策は４０年代に行き詰 った，と（Ｅｂｄ
．，

　　６０９）。 また，ボイトと工業育成政策については　高橋秀行『近代ドイツエ業政策

　　史　　１９世紀プ ロイセ：／ 工業育成振興政策とＰ　Ｃ　Ｗボイトー』有斐閣 ，

　　１９８６年，におげる詳細な研究を参照せよ 。

　１０）騎士領の所有交替と市民的騎士領所有者の増大およひそれの議会への進出は州

　　により異っている 。東プ ロイセソ州では，戦争と２０年代の農業危機（Ａｇｒａｒｋｒ１ｓｅ）

　　の結果，大観模で急速た所有交替が生じ，相当数の市民的騎士領所有者が州議会

　　に進出した。ライソラソトでは，それが４０年代に生じた。シュレージエソでは ，

　　１８４７年に１，１００の騎士農場が市民の手にあり ，貴族の手には１，８５６が留まっ てい

　　たが，合同州会に進出した３６人の騎士領所有者のうち，３名のみが市民的所有者

　　であ った。選挙手つづき（Ｗａｈ１ｖｅｒｆａｈｒｅｎ）と所有条項が市民的所有者に対し道

　　を閉ざしたのである（Ｅｂｄ ，３４７）。 たお，以上については第２３表（Ｅｂｄ ，Ａｎｈａｎｇ

　　Ｖ．より作成）を参照せよ 。

　１１）Ｉ　Ｅｂｄ
．，

３４７，３５０
．

　１２）１８４１年には東エノレベ地域の二つの州議会が，また１８４３年には五つの州議会が所

　　有期間短縮の決議をしている（Ｅｂｄ ．，

３４８）。

　１３）　なお，この点については，さらに，ＶｇＬ　Ｋ　Ｈａｒｔｕｎｇ
，乱ａ

．Ｏ
．，

３４５
，訳，３４４

　　ぺ 一ジ 。

　１４）　Ｒ　Ｋｏｓｅ１１ｅｃｋ，ＰｒｅｕＢｅｎ　ｚｗ１ｓｃｈｅｎ　Ｒｅｆｏｒｍ　ｕｎｄ　Ｒｅｖｏ１ｕｔ１ｏｎ ，３５０

　１５）　Ｅｂｄ
．，

３４８－３４９ ，３５３
．

　１６）　Ｅｂｄ
．，

３４８－３４９
．

　５）　官僚の州議会への進出

　以上のように州議会設立以降，内務省を中心に州議会内部におげる貴族的騎

士領所有者の優遇措置がとられた。すなわち，被選挙権の下方への拡大を禁止

し， 議会構成を（後に詳しく考察する）東部の杜会構造へと同化させることによ

ってである 。しかし，貴族的騎士領所有者の優遇措置〔＝身分制議会秩序の維持

措置〕にもかかわらず，ハルデソベノレクの自由主義的諸立法の結果，さらに工

業化への起爆の結果，上述のように階級杜会形成への動きが強まるにつれ，州

議会は，ますます経済的利害代表の色彩を濃厚にしてい った。すなわち，選挙

侯補者が選挙の組織化に着手するようにたるにしたが って，州議会は政治的請
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１）
願でもっ て満たされるに至ったのである 。こうして中央各省との緊張が高まり ，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（３９２）
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中央各省は議会を従来通りに審議機関に留めるために，州議会に内と外から圧

迫を加えたのである 。

　外からの圧迫の武器とな ったのは，被選挙者は「品行方正の評判（ｅｉｎ ，，
ｕｎ －

ｂｅｓｃｈｏｌｔｅｎｅｒ　Ｒｕｆ ‘‘

）」をもつ者でたけれぼならたいという条項であり ，この「評

判」を確定するためには王の同意を必要とした。したが って，品行方正てない
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２）
との宣言（ｄ・ｅ　Ｂｅｓｃｈｏ１ｔｅｎｈｅ・ｔｓｅｒｋ１ａｒｕｎｇ）により議席が奪われたのである〔身分

制的名誉の形態〕。 例えば，Ｑ１８２８年にシ ュレージェソ州議会議員，ライヘソバッ

ハ市長ヴァイデ ィソガー（ｄｅｒ　Ｒｅｉｃｈｅｎｂａｃｈｅｒ　Ｂｕｒｇｅｒｍｅｉｓｔｅｒ　Ｗｅｉｄｉｎｇｅｒ）が，王

による ，ある法律の提案に強く反対したがゆえに，州議会の元帥（Ｍａｒｓｃｈａ１１ｄｅｓ

Ｌａｎｄｔａｇｓ）により議席を奪われ，州長官 メルヶノレ（Ｏｂｅｒｐｒａｓｉｄｅ・ｔ　Ｍｅｒｃｋｅ１）の

尽力にもかかわらず，王は次の州議会へのかれの選出を拒否した。　同じ方法

で１８３７年ウァノレテナイレ（Ｖａ１ｄｅｎａ１ｒｅ）がライソ州議会から遠さげられた 。

　しかし，こうしたプ ロイセソ官僚政治におげるマキアベリズム（ｄｅｒ　Ｍａｃｈｉａ －

ｖｅ１ｌ・ｓｍｕｓ）は，逆に官僚政治に対する憎悪をかきたてた。１８４５年にフノレスト

（Ｂｒｕｓｔ）が
，シ ュレージェソにおいて，ライヘソバッハ伯（Ｇｒａｆ　Ｒｅｉｃｈｅｎｂａｃｈ）

による ，公訴を提起する訴訟手続き（ｅｉＯ　ａｎｈａｎｇｉｇ　ｇｅｍａｃｈｔｅｓ　Ｇｅｒｉｃｈｔｓｖｅｒｆａｈｒｅｎ）

を理由に，州議会から排除された時，州議会と ，出版物による憤激が猛烈を極
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３）
め， ブノレストは再び議席に返り咲き，国家指導は失敗に帰したのであ った 。

　内からの圧迫として，国家は官僚を州議会に簡単に送り込むことができた 。

そして，かれの代理に対する費用を負担した。フォム ・シ ュタイソをはじめ多

くの改革官僚が，等族を官僚にするのが最適であると考えたのに対し，結果は

逆にな ったのである 。官庁と議会は厳密に分離されていたにもかかわらず，官

僚は前者から後者へ移動した。１８２３年と２４年に作成された，種々の州議会規則

（ｄ・ｅ　ｖｅｒｓ・ｈ・ｅｄｅｎｅ　Ｐｒｏｖｍ・・ａ１ｓｔａｎｄｅ－Ｖ・ｒｆａｓｓｕｎｇ）の９条または１０条において ，騎

士層の官僚が州議会に選出されることのみが法的に定められ，そのさい自明の

ことながら ，言
郡長（Ｌａｎｄｒａｔｅ）が想定されたのであ った。第２３表でみられるよ

うに，州議会に進出した郡長は，西エルベ地域より東エノレベ地域の方が高い率

を占めている 。かれらは騎士層の後楯をもぢ，郡議会の任命した代表老とみな

　　　　　　　　　　　　　　　　（３９３）
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されたのである 。郡長に次いで，県副知事と県知事（Ｒｅｇ・ｅｒｕｎｇｓｖ・ｚｅ－ｕｎｄ　Ｃｈｅｆ
－

ｐｒａｓ１ｄｅｎｔ）が大土地所有者として州議会に入り ，後述の合同州会には州長官と

大臣が議員として選ばれた。時として州議会議員の四分の一にも達した官僚の

役割は，議会の仕事に促進的に作用し，政治的には安定要素として作用したの
　　４）
である 。

　しかし，西エノレベ地域の州議会におげる官僚に対しては，取り扱いが異 ってい

た。 各省は初めからこの地域選出の官僚に対して不信の念を持っていた。ここ

では官庁や裁判所の地元出身者が選ぱれる傾向があ った。内相 ロコウ（Ｒｏｃｈｏｗ）

は， １８３５年４月４目の訓令（Ｒｅｓｋｒ１ｐｔ４４１８３５）において，「とくに下級事務官

（Ｒｅｇ１ｅｒｕｎｇｓｒａｔｅ），郡長，市長，公証人と弁護士」が農村と都市の議席を得て

はならないと命じた。第２３表から，都市と農村，とりわけ農村選出の官僚が東

エルベ地域で皆無であり ，西部二州で多く選はれ，騎士領ではこの関係が逆に

たっ ている 。１８４０年にアーヘソ選出の自由主義的，カトリック的下級事務官リ

ッソ（Ｒ１ｔ・）が議席を追われた。かれが，『ブ ロイセソとフラソス』（ ，，

ＰｒｅｕＢｅｎ

ｕｎｄ　Ｆｒａｎｋｒｅ・ｃｈ ‘‘

）という世間の耳目を鋒動した本を書き，ハソゼマソ（Ｈａｎｓｅ －

ｍａｍ）の情報提供者として以前から嫌疑をかげられていたからである 。かれの

代りに，かれの同僚 ：■ユ テフェ ソス（Ｓｔｅ旺ｅｎｓ）が議席を得たのであるが，かれ

は第三身分〔都市〕から第二身分〔騎士領〕に昇格され，１８４５年には憲法委員会

の指導者に任命され（ｅｍｇｅｓｅｔｚｔｅｒ　Ｌｅ１ｔｅｒ　ｄｅｓ　Ｖｅｒｆａｓｓｕｎｇｓａｕｓｓｃｈｕｓｓｅｓ）
，カソブハ

ウゼソ（Ｃａｍｐｈａｕｓｅｎ）の請願を潰そうと試みたのであ った。この種の陰謀は ，

繰り返しベノレリソにより行なわれ，官僚政治に反対する風潮を強めたのであ っ
５）

た。

　以上のように，ｒ合理的な官僚層によっ て操舵され，成功に満ちた自由主義

的経済政策と関税政策は，経済政策の政治的結果を阻害するためにあらゆるこ

とを為した，王政復古的 ，． 保守的に反動的な身分政策を伴ってすすめられたの
　　　６）

である」。しかし，「外から　　選挙の操舵によっ て　　，または内から　　州

議会におげる官僚への圧力でもっ て　　議会を柔順にしておこうとした国家の
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　７）
試みは，自分自身を殴り返す結果とな ったのである」 。

　　　　　　　　　　　　　　　　（３９４）



　三月前期のプロイセソにおげる「杜会間題」と杜会政策および中問層政策の展開他（川本）７７

　ここでは，官僚政治の相対的白立性というドイツ 政治制度の特質との関連に

おいて，官僚の州議会への進出と ，そのさい東エノレベ地域の郡長が騎士領選出

として優遇された点の二点に注目しておきたい。つぎに，ｒ三月革命」を境に ，

官僚政治の相対的白立性が，どのような変容を蒙りつつ維持されていくのか ，

の考察に入るのであるが，それに先立って，東エルベ地域の郡長との関連で ，

騎士領所有者と農業労働者および農民との問の政治的，杜会的，経済的関係に

ついて一瞥しておきたい。この間題が身分制杜会の局面の維持と官僚政治の相

対的自立性の問題とに直接に関連するからである 。

１）　Ｒ．Ｋｏｓｅｌ１ｅｃｋ，ＰｒｅｕＢｅｎ　ｚｗｉｓｃｈｅｎ　Ｒｅｆｏｒｍ　ｕｎｄ　Ｒｅｖｏ１ｕｔｉｏｎ ，３８７
．

２）　Ｅｂｄ
．，

３８４
．

３）　Ｅｂｄ
．，

３８５
．

４）　Ｅｂｄ
．，

３８６
．

５）　Ｅｂｄ
．，

３８６－３８７
．

６）　Ｅｂｄ
．，

３４６
．

７）　Ｅｂｄ
．，

３８７
．

（３９５）




